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令和８(2026)年度の「認知症加算」の届出における留意点について 
 
 地域密着型通所介護の「認知症加算」については、前年度実績を基に翌年度の要件が決定される

場合もあることから、必要に応じて届出等を行うことになります。 

 ついては、①既に認知症加算を算定しており、令和８(2026)年４月１日以降も当該加算を算定し

ようとする事業所、②令和８(2026)年４月１日から新たに認知症加算を算定しようとする事業所の

いずれかに該当する事業所は、下記事項に留意の上、必要に応じて届出を行ってください。（加算

内容に変更がない場合は届出不要です。） 

 

記 

 

１ 認知症の要介護者の割合について  

 ⑴ 「１か月当たりの実績の平均」は、「前年度（３月を除く）実績」又は「届出日の属する月

の前３か月の実績（以下、「直近３か月の実績」という。）」のいずれかで算出すること。

算出に当たっては、「利用実人員数」又は「利用延人員数」を用いて算定するものとし、要

支援者に関しては人員数に含めないこと。 

   なお、「前年度（３月を除く）実績」とは、令和７(2025)年４月１日から令和８(2026)年２

月２８日までの間（１１か月間）における実績をいうものであること。 

 

 ⑵ 「前年度（３月を除く）実績」により割合を算出する場合は、当該地域密着型通所介護事業

所の事業実施（予定）期間が令和７(2025)年４月１日から令和８(2026)年３月３１日までの

間（１２か月間）において、６か月以上ある場合のみ可能であること。 

   したがって、事業実施（予定）期間が６か月未満の事業所は、「直近３か月の実績」により

割合を算出すること。 

 

２ 体制等届出書の提出の要否について 

 ⑴ 既に認知症加算を算定している事業所 

  ア 令和８(2026)年度も現在の加算を継続して算定する場合、届出は不要です。 

  イ 令和８(2026)年度から認知症加算を算定しない場合は、速やかに体制等届出書を市に提出

してください 

 ⑵ 新たに令和８(2026)年４月１日から認知症加算を算定する事業所 

令和８(2026)年３月１５日（日）までに体制等届出書を市に提出してください。 

 

裏面に続きます 



３ その他 

 ⑴ 提出書類について  

当該加算の新規算定に当たっては、体制等届出書に「別紙２３、別紙２３－２」を添付して

提出してください。 

 

 ⑵ 提出方法 

  提出期限までに厚生労働省「電子申請届出システム」で提出をお願いします。 

 

【電子申請届出システムＵＲＬ】 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/ 

  

※ 電子申請届出システムの利用には、ＧビズＩＤの取得が必要です。 

【ＧビズＩＤ取得について】 

https://gbiz-id.go.jp/top/ 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

〒945-8511 柏崎市日石町2番1号 

柏崎市役所 介護高齢課 高齢対策係 

                         TEL：0257-21-2228（直通） 

 


